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※ 文中に「障がい福祉Ｇ」などの表記がありますが、「Ｇ」はグループの略です。

・

「障害」と「障がい」の表記について

本市では、「害」という漢字が持つ意味などを考慮し、「害」の漢字をできるだけ用いな

いで、「障がい」と表記することとしています。

表記の基準

●「障害」という言葉が単語や熟語として用いられ、前後の文脈から人や人の状態を表

す場合は、「障がい」とひらがな表記とします。

●法令、条例等に規定又は使用されている用語や制度のほか、団体名などの固有名詞に

ついては、「障害」と漢字表記とします。

本計画の記述についても、これらの基準に基づいています。




